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助成事業名 事業期間 助成限度額 助成率

新技術・新製品開発促進事業（複数年） 1年超2年以内 500万円

2／3
以内同 事業（単年度） 交付決定年度内 250万円

海外販路開拓促進事業（単年度） 交付決定年度内 150万円

✍ 助成⾦

※新技術・新製品開発促進事業（単年度）は、ソフトウェアの研究開発に直接従事する者の⼈件費も
対象になります。

助成⾦サポート
中⼩企業等の新しい取り組みを助成します。

● いばらきチャレンジ基⾦事業

本県の産業を継続的に発展させるため、最先端の科学技術やものづくり産業が集積する本県の強み
を最⼤限に活かし、新技術・新製品開発や新たな市場の獲得に向けた販路開拓等の新たなチャレンジ
を⽀援します。（年度予算と採択状況に応じて、年に１〜３回程度募集）

(1) 新技術・新製品開発促進事業

① ⾰新的な新技術・新製品（ソフトウェア含む）開発
② 地域資源を活⽤した新製品開発
③ 上記を活⽤した新サービス開発
④ 上記に附帯する取組

(2) 販路開拓促進事業

① 海外で開催される展⽰会への出展
② 海外での販路開拓を主な⽬的としたオンライン展⽰会への出展
③ 海外での販路開拓をより効果的にするために必要な外国語ウェブサイトの構築
④ 上記の取組を同時に⾏うもの

● 茨城県中⼩企業等外国出願⽀援事業

中⼩企業等の外国への特許出願、実⽤新案、意匠、商標登録出願に関する経費の⼀部を助成します。
（助成額は最⼤特許150万円、実⽤新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標出願30万円）
（年度予算と採択状況に応じて、年に１回程度募集）
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海外展開⽀援課 助成⾦担当

お問合せ先 TEL︓029-224-5412 FAX︓029-350-1103
E-mail︓（いばらきチャレンジ基⾦事業）setsubi@iis-net.or.jp

（茨城県中⼩企業等外国出願⽀援事業）global@iis-net.or.jp


